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別表六(二十三)
｢20｣又は｢25｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P34参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

令和７年旧措置法第42条の12の
４第２項

00603
※１

第42条の12の４第２項（経営強
化法規則第16条第２項第１号）

00720
※１

第42条の12の４第２項（経営強
化法規則第16条第２項第２号）

00721
※１

第42条の12の４第２項（経営強
化法規則第16条第２項第３号）

00722
※１

第42条の12の４第２項（経営強
化法規則第16条第３項）

00723
※１

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

繰越税額控除限度超過額の繰越控除
制度

第42条の12の４第３項 00604 ｢25｣欄の金額

　｢25｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

別表六(二十三)
　｢20｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

租税特別措置法の条項ご
との金額
　　　　  ※２

※１　区分番号は、税額控除の適用を受ける次の①から⑤までの設備等の区分ごとに記載してください。
　　①　区分番号「00603」（令和７年旧特定経営力向上設備等）
　　　　令和７年３月31日以前に取得等をした特定経営力向上設備等
　　②　区分番号「00720」（生産性向上設備）
　　　　令和７年４月１日以後に取得等をする経営強化法規則第16条第２項第１号に掲げる設備等に該当する
　　　特定経営力向上設備等
    ③　区分番号「00721」（収益力強化設備）
　　　　令和７年４月１日以後に取得等をする経営強化法規則第16条第２項第２号に掲げる設備等に該当する
　　　特定経営力向上設備等
    ④　区分番号「00722」（経営資源集約化設備）
　　　　令和７年４月１日以後に取得等をする経営強化法規則第16条第２項第３号に掲げる設備等に該当する
　　　特定経営力向上設備等
    ⑤　区分番号「00723」（経営規模拡大設備）
　　　　令和７年４月１日以後に取得等をする経営強化法規則第16条第３項に規定する設備等に該当する特定
　　　経営力向上設備等
※２　適用額は、｢20｣欄の金額を上記※１①から⑤までの設備等の区分ごとに計算した税額控除限度額(｢15｣

　　欄)の比で按分した金額となります。具体的には、次の①又は②のとおり記載してください。
　　①　その適用を受ける設備等が１つの区分のみに該当する場合
　　　　｢20｣欄の金額を記載してください。
　　②　その適用を受ける設備等が複数の区分に該当する場合
　　　　次の区分番号ごとに次の金額を記載してください。
　　　イ　区分番号「00603」（令和７年旧特定経営力向上設備等に係る適用額）
　

　　　ロ　区分番号「00720」（生産性向上設備に係る適用額）
　

　　　ハ　区分番号「00721」（収益力強化設備に係る適用額）
　

　　　ニ　区分番号「00722」（経営資源集約化設備に係る適用額）
　

　　　ホ　区分番号「00723」（経営規模拡大設備に係る適用額）
　

　　（例）
　　　・法人税申告書に添付された別表六（二十三）｢20｣欄の金額　200万円
　　　・法人税申告書に添付された別表六（二十三）｢15｣欄の金額　500万円
　　　・生産性向上設備（区分番号「00720」）のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額　150万円
　　　・収益力強化設備（区分番号「00721」）のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額　100万円
　　　・経営規模拡大設備（区分番号「00723」）のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額　250万円
　　　この場合には、区分番号「00720」、「00721」及び「00723」の適用額は、次のとおり計算します。

中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の法人税額の特別
控除

あん

「00720」：200 万円 − 200 万円 ×  100 万円＋250 万円 500 万円
= 60 万円 

 
「00720」 200万円 200万円

100万円 60万円
500万円

250万円

「00721」：200 万円 − 200 万円 ×  150 万円＋250 万円 500 万円
= 40 万円 

  
 200万円 200万円 40万円「00721」

500万円

150万円 250万円

「00723」：200 万円 − 200 万円 ×  150 万円＋100 万円 500 万円
= 100 万円 

 
 

200万円200万円 100万円
100万円

「00723」
500万円

150万円

｢20｣欄の金額－(｢20｣欄の金額 × 上記※１②③④⑤の設備等のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額

｢15｣欄の金額
) ｢20｣

｢15｣

｢15｣

｢20｣欄の金額－(｢20｣欄の金額 × 上記※１①③④⑤の設備等のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額

｢15｣欄の金額
) ｢20｣

｢15｣

｢15｣

｢20｣欄の金額－(｢20｣欄の金額 × 上記※１①②④⑤の設備等のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額

｢15｣欄の金額
) ｢20｣

｢15｣

｢15｣

｢20｣欄の金額－(｢20｣欄の金額 × 上記※１①②③⑤の設備等のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額

｢15｣欄の金額
) 

 

 

 

 

 

 

｢20｣
｢15｣

｢15｣

｢20｣欄の金額－(｢20｣欄の金額 × 上記※１①②③④の設備等のみで計算した場合に｢15｣欄の金額となる金額

｢15｣欄の金額
) 

 

 

 

｢20｣
｢15｣

｢15｣
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